
政務活動費を充てることができる会派広報紙の作成基準について 

尼崎市議会は、会派広報紙に対する令和２年３月最高裁決定の趣旨及び市長等からの要請

を踏まえて、議長が政務活動費を充てて作成する会派広報紙の具体的な作成基準を規程で定

めるとともに、政務活動費の交付に関する条例等の一部改正（１０月８日議決）を行います。 

１ 条例の主な改正内容 

同条例第７条第２項 政務活動費を充てることができる経費の範囲等について、「対象経

費の支出の基準その他対象経費の支出について必要な事項は、市規則で定める。」の後に「た

だし、会派広報の作成費に係るものについては、尼崎市議会議長が定める。」を加えます。 

２ 「尼崎市議会政務活動費を充てることができる会派広報紙の作成の基準を定める規程」

の内容 

 (1) 会派広報紙は、市政及びその課題、それらに係る市議会での審議状況、市議会での会

派の活動状況等に関する事項、及び市民の皆様からの意見などを受け取りやすくするた

めに発行者を特定する事項についてのみ、過度にならない範囲で掲載ができることとし

ます。 

 (2) 議員のプロフィールについては、議員個人名、年齢、議会における役職、所属委員会

名、市議会議員選挙の当選回数、会派等における役職、付属機関その他の市政に関する

機関等における肩書、その他議長が調査研究その他の活動と合理的関連性を有すると認

めたものについて記載を認めます。 

 (3) 市政等事項に係る記事に付随する写真又はプロフィールについては、当該記事の面積

の６分の１以下で、かつ、１２ｃ㎡以下とします。 

    また、掲載する写真が集合写真である場合は、当該記事の面積の３分の１以下で、か

つ、議員の顔の部分の縦横の長さが１ｃｍ以下とします。 

    発行者を特定するために写真又はプロフィールを掲載する場合は、市民の皆様からの

意見や要望を受け付ける旨の説明を１００字以上で記載し、大きさに関しては１人あた

り１２ｃ㎡以下とします。 

    なお、氏名のみが記載される場合は１人あたり３ｃ㎡以下であることとします。 

３ 経過等 

(1) 政務活動費の使途の透明性の確保等に向けたこれまでの取組み 

尼崎市議会では、平成２７年７月に政務活動費の収支報告書を、平成２９年８月に政

務活動費の領収書及び経理帳簿をインターネットにおいて公開し、今年度１０月から出

張報告書及びその成果物をインターネットに公開することとし、政務活動費の透明性の

確保に努めてきました。 

また、政務活動費の執行の適正化を図るため、平成３０年４月に政務活動費の手続き

や使途基準をまとめたマニュアルを作成し、平成３１年４月には政務活動費の支出費目

を市民にもわかりやすいように見直しました。 
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(2) 会派広報紙作成に係る基準の策定経緯について 

    尼崎市議会では、上記のとおり政務活動費の執行の適正化とともに使途の透明性の確

保に努めてきたところですが、平成２９年２月に、新政会及び維新の会が平成２７年度

に発行した会派広報紙について、「議員のプロフィールや写真等の一部は、所属議員の

宣伝であり、それらの部分に係る経費は違法な支出である」として住民訴訟が提起され

ました。 

その結果、令和２年３月に最高裁の決定があり、令和元年８月に大阪高裁で出された

「会派の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的な関連性が認められない

部分について政務活動費を充当することは違法であり、当該会派広報紙作成にかかった

費用の一部の返還を求める」との判決が確定しました。 

その後、維新の会が令和元年度に発行した会派広報紙について、令和２年４月に同様

の住民監査請求が提出され、本市監査委員は市長に対し同会派に返還を求める措置を講

じるよう勧告をしました。その勧告を受け市長から市議会に対し、令和２年７月に「会

派に対して返還は求めないが、会派広報紙についての明確な基準を設けるよう」要請が

ありました。 

このような経過から、最高裁決定及び市長等からの要請を踏まえて、尼崎市議会では、

政務活動費を使用した会派広報紙に係る具体的な作成基準を策定することとしました。 

(3) 会派広報紙作成に係る規程の策定について 

   これまで会派広報紙の作成基準としては運用マニュアルにおいて「議員の宣伝行為と

混同されないよう、内容及び写真等の使用には十分配慮しなければならない。」や「会

派構成員の顔写真、氏名、プロフィール等は会派の基本情報であることから掲載を認め

るが、著しく大きいものでないこと、過度の表現にならないことなど、社会通念上妥当

な範囲内とする。」と記載していました。 

   市政等報告記事と直接的に一体となっていない議員個人の写真、氏名等については、

大きさに関係なく政務活動費の充当を認めるべきでないとの考え方もありますが、本市

議会としては、当該部分については発行者を特定するものであることから、過度な表現

でなければ掲載を認めると判断しています。 

そこで、これまでの基準では会派広報紙の作成基準が明確ではないことから、この度

条例を改正した上で、新たに会派広報紙作成に係る規程を策定し、基準をより具体化、

明確化することとしました。 

以 上 


